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は じ め に 

 

 

戸田市人材育成基本方針は、平成１３年３月に策定され、これまでに３

回の改定があり、２０年が経過しようとしています。令和３年度から「戸

田市第５次総合振興計画」が始まったことに併せ、「戸田市人材育成基本

方針（第４版）」を改定することになりました。 

第５版は、人材育成の継続性を考慮し、これまでの方針を踏襲しながら

も、この先を見据え、時代の変化にも合わせる形で改定しました。また、

職員一人ひとりの心に届くよう、意識しました。特に新規採用職員が手に

取って、今後の自身のライフプランと合わせて考えてもらえるように、ま

とめました。また、本方針は、今までの「戸田市人材育成計画」も含み、

「研修計画」につながるものとなっています。 

今回の一部改定では、第５版の基本的な考え方に加え、急速に変化する

デジタル時代に対応するため、ＤＸ人材の育成に関する項目を新たに追加

しました。 

職員の皆様が本方針をお読みになり、自己の成長について考えるきっか

けになれば幸いです。 
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 １ 人材育成の目的                                   

 

 地方分権の進展により、地方自治体は厳しい財政状況のもと、持続可能なま

ちづくりと行政運営が求められています。そのような中、市民ニーズは多様化し、

さらには、数十年に一度という規模の自然災害や、感染症の蔓延といった高度な

課題への対処も必要となり、自治体職員に求められる能力は目まぐるしく変化し

てきています。 

一方で、職員一人ひとりの価値観やライフスタイルも多様化し、その人らしく

生きることの重要性が増してきており、今まで以上にワーク・ライフ・バランス

等を意識した職場環境の実現や、職員自身の意識改革が求められています。 

  

そのため、時代の変化に対応した能力や意識を持った職員を育成していくこと

は不可欠であり、これは令和３年度からはじまった戸田市第５次総合振興計画に

掲げる「『このまちでよかった』みんな輝く 未来共創のまち とだ」の実現に

向けた取組にも通じているところです。 

本市では行政運営における資源としての「人材」を意識し、「人材」を「人財」

に変えていくべく、戦略的な育成と活用を図っていきます。 
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 ２ これまでの取組と課題                              

 

戸田市人材育成基本方針は平成１３年３月に策定され、平成１９年３月、平成

２４年１月、平成２９年４月の３回の改定を経て、現在に至っています。その中

では、その時々の組織が求める人材像を明らかにし、時代の変化に対応できる人

材を育成するための指針を定めてきました。そして、この人材像や指針は、戸田

市を取り巻く環境の変化とともに、改定の度に少しずつ姿を変えてきました。 

前人材育成基本方針では、戸田市の職員イメージである「気づき、支え、つ

ないでゆく職員」を実現させていくために、職員を育成する仕組みと環境づく

りを行ってきました。そして、この方針に基づき実施してきた各研修の終了後に

は、アンケートや受講報告書を通してその研修の効果を検証し、以降の研修計画

等に役立ててきました。 

しかしながら、時代は変わり、下記のような新たな課題が次々と生まれてきて

います。そのような中、前方針の理念も引き継ぎつつ、職員イメージを刷新し、

それらに対応できる人材育成を行っていく必要が出てきました。 

 

＜新たな課題（一例）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・感染症対策や大規模な自然災害などを想定した危機管理の意識付け、  

迅速な対応・指揮ができるリーダーシップ能力の育成  

・将来を見据えた事業のスクラップと政策形成能力の向上  

・ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の取組  

・ワークライフバランスやメンタルヘルス対策  

・背景、思想、性別などの多様性（ダイバーシティ）への理解と受容  

・先人からの知識や技術の継承を含め、組織全体で連携・協力することが  

できる人員配置や職務分担  

・コンプライアンス意識の向上とハラスメントの理解促進  

・研修のみならず、人事評価制度による職員の更なるやる気の向上や個人  

の能力を最大限に引き出す取組  
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 ３ 組織が求める職員像                                      

 

市政を取り巻く環境が大きく変化していく中で、組織が一丸となって課題に対

応していくためには、職員一人ひとりによる自発的な学びに加え、組織として目

指す人材育成の方向性を示し、それを実現していくための取組が必要です。これ

は一朝一夕に成果が見えるものではありません。しかし、成長する方向性やその

意義について理解を深めることは、職員が高い意識をもって、学びを継続してい

くためには大変重要です。本方針では、人材育成の方向性を「組織が求める職員

像」として、次のように明らかにします。 

 

 

そして、上記の職員像すべてに通ずるものとして、これらを概括的に表現した

「組織が求める職員イメージ」を次のように定めます。 

 

 

 

 

＜ 組織が求める職員像 ＞ 

１． 変化に柔軟に対応できる広い視野と行動力のある職員 

2． 多様性を認め、お互いの良さを活かして目的を達成していく職員 

3． 責任感が強く、主体的に行動できる職員 

4． 自らも成長しつつ、周りの成長も促すことができる職員 

5． 素直なこころを持ち、相手の立場に立って物事を考える職員 

＜ 組織が求める職員イメージ ＞ 

柔軟な考えを持ち、自ら行動できる職員  
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職員に必要な能力・資質                                      

組織が求める職員像に職員一人ひとりが近づくためには、様々な能力を身につ

けるとともに、職員としての資質向上が不可欠です。 

能力という点でいえば、社会環境の変化を的確にとらえた上で政策を立案する

「企画・立案能力」や、相手方の立場を理解しつつ、当方の状況を的確に伝え、

理解と納得を得る「折衝・交渉能力」、数多くの情報から価値ある情報を取捨選

択し、活用する「情報活用能力」などが挙げられます。 

また、職員としての資質という点でいえば、戸田市を愛し、市民の目線に合わ

せ、市民の立場で発想ができる「市民の視点」や、市民と共にまちづくりに取り

組む高い意識をもつ「市民との協働」、高い倫理を保持しつつ自らに課せられた

課題に全力で取り組む「規律・コンプライアンス」などに対する意識を備えてい

ることが必要です。 

 その上で、さらに職階ごとにその役割と職務を担っていく上で求められてくる

能力や資質があります。以下にその一例を挙げますが、これらの能力や資質は特

にその職階に求められているものであり、他の職階には必要ないというわけでは

ありません。 
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職階級 役割 特に求められる能力・資質 

部長級 

職員 

市の基本方針等に沿った長期

的、総合的な視点で考え、判断

する。部内の人事管理等のマネ

ジメントを行う。 

経営管理能力、経営戦略の立案・実践力、政

治的折衝力、決断力、先見力、リーダーシッ

プ、危機管理能力、規律・コンプライアンス 

次長級 

職員 

部長を補佐しつつ、特に重要か

つ困難な課題に取り組み、部局

間の調整を行う。 

政策・課題調整力、リーダーシップ、折衝力、

対人能力、先見力、規律・コンプライアンス 

課長級 

職員 

所属職員の能力を引き上げ、士

気の高揚を図る。職場の総合力

を高めるリーダーシップを発揮す

る。 

政策決定・実践力、折衝力、意思決定力、対

人能力、リーダーシップ、組織管理能力、危機

管理能力、育成・コーチング力、メンタルヘルス

に関する知識、規律・コンプライアンス 

主幹級 

職員 

課長を補佐し、所属職員を指揮

監督するとともに、自らもプレイン

グマネージャーとして業務に取り

組む。 

政策構成・企画力、対人能力、調整力、指導

力、育成・コーチング力、メンタルヘルスに関す

る知識 

副主幹級 

職員 

施策を立案・実施し、担当をリー

ドする。所属職員の相互融和を

図り、勤務意欲の向上に努める。 

業務専門能力、政策立案能力、計画・統制

力、対応力、情報収集分析力、法務能力、育

成・コーチング力、メンタルヘルスに関する知識 

主査・ 

主任級 

職員 

副主幹を補佐するとともに、高度

な識見を有し、業務を円滑に遂

行する。調査から企画、立案し、

これを処理する。 

業務専門能力、後輩指導、企画立案能力、プ

レゼンテーション能力、政策形成能力、法務能

力、市民の視点、市民との協働 

主事・ 

主事補級 

職員 

チャレンジする意欲をもって、広く

学び、進んで実践する。必要な

改良、改善に努め、他の職員とも

連携・協調を図る。 

基礎的知識、業務専門能力、接遇・コミュニケ

ーション力、問題発見・解決能力、事務改善能

力、政策形成基礎能力、法制執務基礎能力、

市民の視点、市民との協働 

現業職員 チームワークとコスト意識をもっ

て、業務を確実・迅速に遂行す

る。 

基礎的知識、業務専門能力、問題発見・解決

能力 
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 ４ 人材育成の取組                                   

 

人材育成の担い手は、職員一人ひとりであり、組織でもあります。職員は市政

の担い手であるという自覚を持ち、自己研鑽を続ける一方、組織としては職員の

働く環境を整えたり、自己啓発の機会を提供していくことが必要です。また、職

員の仕事を適正に評価し、異動や昇任、人事評価を行っていく人事管理制度と連

動させていくなど、個人の能力を組織力に繋げる仕組みづくりが必要です。 

職員が自己の努力で成長することと、組織のバックアップを受けて成長するこ

との両輪が機能することで組織が成長します。組織の成長は職員の成長を促し、

戸田市の発展を支えていくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職場研修 

職場外研修 

自主研修 

採用 

人事異動 

昇任 

人事交流 

人事評価 

職場環境 

健康管理 

職員研修 人事管理制度 職場環境・健康管理 

人材育成基本方針 

 職員の成長 組織の成長 

市の発展 

＜総合振興計画＞ 
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１．職員研修における取組                                  

職員研修においては、大きく分けて、「職場研修（ＯＪＴ）」、「職場外研修」、

「自主研修」という３つの取組みがあります。担当業務に当たりながら研修をす

る「職場研修」を基本に、そこで得た知識や経験を補完したり、新たな知識を習

得するために「職場外研修」や「自主研修」をバランスよく組み合わせていくこ

とが重要となります。 

 

＜職員研修体系図＞ 

研修区分 目的 

職場研修 

（ＯＪＴ） 

フレッシュトレーニング 新規採用職員の職場への円滑な適応、 

ＯＪＴ指導者の養成 

職場内研修 日常業務でのきめ細やかな指導を通した、

一体的な業務知識等の共有、職員の育成 

職場外研修 一般研修 

 

階層別研修 階層別に必要な能力の強化 

専門研修 各種専門知識の習得・能力の強化 

派遣研修 各種研修機関 専門知識の習得、他自治体職員とのネット

ワーク強化 

自主研修 通信教育、ｅラーニング研修等 自己啓発の取組みに対する支援 

 

 

(1)職場研修（ＯＪＴ）                                      

日常の業務内で実施されている上司や先輩職員からの指導により、職員の成長

を促すものであり、職員研修の基本はＯＪＴであると言えます。ＯＪＴでは、担

当業務に当たりながら研修をしていくことで、その内容に対する習熟度を高め、

組織内における即戦力化を図ることやスペシャリストの育成が可能です。ＯＪＴ

では「知る」「理解する」「経験する」が一体的に行われるため、最も効率的に職

員を育成することができます。 

 

①フレッシュトレーニング 

採用後概ね１０日で各所属に配属となる新規採用職員に対して、職場への円

滑な適応を目的として、職場での６ヶ月間のトレーニングを実施します。 
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②職場内研修 

 新規採用職員に限らず、日常の業務を行いながら、上司や先輩職員からの指

導を一体的に行うことで職員の育成を図ります。 

 

(2)職場外研修                                         

職場を離れて行う研修として、一般研修や外部機関への派遣研修があります。

各職位に求められる能力の向上を図るだけでなく、短期間で集中的に専門的知識

を習得することもできます。 

 

①一般研修 

１）階層別研修 

新規採用職員、２年目・３年目職員、新任主任職員、新任管理・監督職な

ど階層別に必要な能力の習得やスキルアップを図ることを目的として実施

します。 

２）専門研修 

階層別研修では扱わない、職員として知っておくべき知識の習得やス 

キルアップを図ることを目的として実施します。 

 

②派遣研修 

ＯＪＴや一般研修では習得することが難しい専門的な知識や最新の知識

を習得することを目的に実施します。また、他自治体職員と交流することで、

改めて自身の課題を見つめ直すなど、自己啓発の意識を醸成するきっかけに

なることも期待されます。 

派遣先は、彩の国さいたま人づくり広域連合、日本経営協会、全国建設 

研修センター、市町村アカデミーなどの候補がありますが、その時々に直面 

している課題や、課題解決に必要となる知識を習得できる派遣先を所属と協 

議しながら、また職員からの希望を聴取しながら決定していきます。 

 

 



                                   戸田市人材育成基本方針 

 
 

 
 

- 9 -

(3)自主研修                                           

  自主研修においては、職員の自己啓発の取組みを後押しするため、機会や情

報を提供していきます。具体的な内容については下表のとおりです。 

 

項目 内容 

ｅラーニングの活用 公務員向けｅラーニングによる学習機会を提供します。 

啓発本の貸出 職員のステップ・アップの「きっかけ」や「動機づけ」を目的として、ビジネス本

や教養本の貸出をします。 

通信教育講座の受講 

支援 

自治人材開発センターで受講を募っている各種通信講座の受講申込み代

行及び受講料の負担を行います。 

自主研究会への支援 市政を取り巻く課題等について調査研究するグループに対して、戸田市自

主研究グループ活動助成要綱に基づき会議室・設備の使用許可や事務用

品の支給などの支援を実施します。 

資格取得補助の実施 行政として必置の資格に対して、取得支援を実施します。 

聴講研修 研修に対する門戸を開放することを目的に実施します。職員が必要な時期

に改めて研修を受講する機会を提供します。 
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２．人事管理制度における取組                               

 人事管理の諸制度については、組織の視点からも重要である採用、人事異動、

昇任、人事交流及び人事評価を中心に取り組んでいきます。 

 

（１）採用                                              

 ３ページに掲げる求める職員像となる可能性を秘めたより良い人材を獲得す

るため、採用活動を行います。 

 

■採用試験の広報 

募集方法については、受験生の母集団を拡大していくために、彩の国さいた

ま人づくり広域連合、大学及び民間企業の採用説明会（対面）や、コロナ禍に

おけるオンラインによる説明会及び相談会に参加しており、他にもホームペー 

ジや広報誌等での周知を継続しています。 

今後については、採用困難職種に焦点を絞った採用活動、参加する採用説明

会の範囲の拡大、既存のＦａｃｅｂｏｏｋに限らず新たなＳＮＳを活用した広

報などを検討していきます。 

 

■採用試験の実施方法 

採用試験については、小論文試験を廃止し、コロナ禍における「３密」を避

けるため筆記試験の一部をテストセンター方式に変更しています。また、専門

職については、試験官に各分野における管理職を加え、専門性を見極めていま

す。 

今後は、求める職員像となる可能性を秘めた人材を発掘するため、母集団形

成に力を入れるとともに、試験方法について適宜見直しを図っていきます。 

 

■即戦力の確保 

行政運営において、必置とされている資格者や、即戦力者を採用することで、

職員の退職に伴う知識や経験が失われていくことや業務が停滞することなど
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のリスクを低減していきます。採用条件については、その時々に必要となる資

格や知識、それらを継承していくために必要となる年齢層などを考慮し、決定

していきます。 

 

（２）人事異動、昇任及び人事交流                             

 人事異動により新たな所属に配置されることで様々な所属を経験でき、また、

昇任によるインセンティブが与えられ、より責任ある職務にあたることで、知識

や経験を蓄積することができます。また、ワークライフバランスに配慮した上で、

職員自身のキャリア形成につなげます。 

 

■職員一人ひとりが活躍できる職員配置 

異動又は昇任をすることによって、異動前の所属や、昇任前の役職では得

られなかった知識や経験などを習得することで、職員の能力向上が図られて

いきます。また、組織を活性化させていくためには、その組織が抱えている

課題に対して対応できる能力を持った職員の配置も検討していく必要があり

ます。人事異動では、市長ヒアリング及び総務部長ヒアリングの結果等を活

用し、人材育成を見据えた職員配置を行います。 

 

■技術の継承 

  職員が退職するとその知識や技術、経験が失われるリスクがあります。異動

を通して、知識などが失われることなく確実に継承されるために必要な人材を

配置していきます。 

 

■人事交流 

  人事交流により他団体と連携し、各団体における技術や情報を本市に還元す

ることで組織力の活性化を図ることができ、また、職員の能力向上に繋がり、

本市の行政運営に対する客観的な視点を持った職員を育成します。 
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（３）人事評価                                           

人事評価制度（能力評価・業績評価）を通して、「成果を上げた職員」を適切

に処遇することで、職員のモチベーションや資質向上、組織の活性化につなげま

す。 

 

■制度の理解促進 

  人事評価制度の研修を実施し、繰り返し検証と見直しを行うことで、職員の

制度に対する理解促進を図ります。また、信頼性や納得性の高い評価を行う過

程で、上司と部下のコミュニケーションの活性化が図られます。 

 

■評価結果と職員研修の連携 

  人事評価制度の結果を職員研修に生かすことで、より有益な研修計画立案が

可能となるため、人事評価と職員研修の連携を図ります。 
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３．職場環境・健康管理における取組                              

職場環境や健康管理の面から、人材育成を支援するため取り組んでいきます。

円滑なコミュニケーションが図れる心理的安全性の高い職場環境づくりと、職員

一人ひとりが日々健やかに職務に専念できるよう、心身の健康管理が必要となり

ます。 

 

（１）職場環境                                           

 職場内外でのハラスメント防止に努めるとともに、職員のワークライフバラン

スを支援します。 

 

■ハラスメントの防止 

  ハラスメントに関する正しい知識を身につけるための研修を実施し、ハラス

メントが無い職場環境づくりを行うだけでなく、コミュニケーションが盛んな

職場風土を醸成することで仕事の能率を向上させます。 

 

■ワークライフバランスの推進 

  職員の仕事と生活の調和（ワークライフバランス）に関する取組や制度等に

ついて、周知や利用促進を図ることで、働きやすい職場づくりを行います。 

 

■育児休業の促進 

  就労と子育ての両立しやすい職場形成を図るため、育児休業者がいる所属に

おける労働力を補うことで、育児休業の取得できる職場環境を醸成します。 

 

（２）健康管理                                            

 過重労働者に対する面談や定期的な健康相談を実施することで、職員の健康上

のリスクを回避・軽減できるよう取り組んでいきます。また、ストレスチェック

を実施することで、職員自身のストレスへの気づきを促すとともに、職場改善に

つなげ、職員がメンタルヘルス不調となることを未然に防止します。 
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■過重労働対策の推進 

過重労働者に対して定期的に産業医による面談を行い、本人へのアドバイス

や各所属への指導等を実施していくことで、職員の心身の健康を守ります。 

 

■ストレスチェック制度の活用 

  ストレスチェックを毎年実施することで、実施時点の状況や前年度からの変

化などを把握し、セルフケアを促すきっかけにします。また、高ストレス者に

は面談の機会を提供するなど、メンタルヘルス対策を進めていきます。 

さらに、ストレスチェックの結果をもとに、職員が知りたいと感じているメ

ンタルヘルスの知識や対応策について理解を促進するセミナーを開催します。 

 

■心身の健康に関する相談 

  心身の健康に関して不安を抱えている職員には産業医による健康相談を案

内するだけでなく、共済組合の助成がある医療機関を紹介します。また、外部

健康相談サービスを利用することで、オンラインやメール、電話でも健康相談

ができる環境を提供します。  

 

■病気休職者の職務復帰支援 

  休職中の職員に対して定期的な面談を行い、職場とのつながりを持たせるこ

とで、職場復帰へのハードルを引き下げ、復帰時の訓練などにスムーズに移行

できるようにします。 
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5 DX 人材育成の取組                                   

1．DX 人材育成の背景                     

 

日本は、既に人口減少時代に突入し、かつて経験したことのない人口減少や少

子高齢化が進行しています。総務省が立ち上げた自治体戦略２０４０構想研究会

によると、今後の行政運営は、団塊ジュニア世代が高齢者に差し掛かる２０４０

年頃に向けて、従来の半分の職員数でも自治体として本来担うべき機能が発揮で

き、量的にも質的にも困難さを増す課題を突破できるような仕組みを構築する必

要があるとしています。 

また、令和５年１２月に改訂された総務省「人材育成・確保基本方針策定指針」

において、全ての地方公共団体が、デジタル時代の住民ニーズに合った行政サー

ビスを恒常的に提供できる組織へと変革し、業務効率化や住民サービスの向上、

地域課題の解決に取り組むことが求められており、仕事の進め方、組織・人事の

仕組み、組織文化・風土そのものを変革し、全庁的にデジタル時代の組織へと変

革することが必要とされています。 

デジタル時代において、人々の暮らしや考え方が急速に変化しており、社会全

体のデジタル化が求められています。今後、戸田市においても、行政サービスの

質を維持し、持続可能な自治体を実現するため、デジタル技術を活用した業務の

在り方そのものの変革が求められており、全職員の意識改革、ＤＸに関する知識

力の向上が重要となっています。 
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２．DX 人材育成において目指す姿                     

 

本市のＤＸ人材育成では、「組織として目指す姿（ムーンショット）」を見据え、

ゴールから逆算して計画的に取り組む「バックキャスティング」の手法を用いて、

職員として目指す姿を以下のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ムーンショットとは、実現困難だが実現すれば大きなインパクトが期待される

壮大な挑戦や計画のこと。  

※バックキャスティングとは、現状を起点として、その延長線上に未来を描く（フ

ォアキャスティング）のではなく、目標とする未来（目指す姿）を先に描いて、

そこから逆算して「今、何をすべきか」を考えること。 

 

例．目指す姿「紙に頼らない働き方」 

（フォアキャスティング）紙をなくすために何をするか。 

（バックキャスティング）紙がなかったら何をするか。

＜組織として目指す姿＞ 

（ムーンショット） 

＜職員として目指す姿＞ 

デジタル技術を活用し、 

変化を楽しみながら挑戦できるマインドを持って輝いている 

職員が半分になっても 

良質な行政サービスを提供できる 

業務を減らす 

やり方を変える 

個人のスキルアップ 

「X（変革）」が必要 

「D（デジタル）」も必要 
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３．DX 人材育成における人材育成基本方針の位置付け                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

・戸田市（第５次）総合振興計画 

戸田市の最上位計画として、将来都市像を「『このまちで良かった』みんな輝

く未来共創のまち とだ」と定め、７つの基本目標と４つの推進方針でまちづく

りを進めるもの。 

 

・戸田市行財政改革大綱 

質の高い行財政改革を進めるため、戸田市における組織体制の強化や管理シス

テムの統合、行政経営意識の徹底を掲げ、改革を推進するもの。 

 

・戸田市ＤＸ推進計画 

第３次情報化推進計画を改訂し、策定する令和８年度から令和１２年度までの

計画。 

 

・戸田市デジタル宣言 

全ての市民がデジタル技術とデータ利活用の恩恵を享受できるとともに、新た

な生活様式において安全で安心な暮らしや豊かさを実感できる「デジタル市役

所」の実現を目指すもの。 

 

戸田市人材育成基本方針 

第５版 

国 

●人材育成・確保基本方針策定指針 

戸田市 

●戸田市総合振興計画 

●戸田市行財政改革大綱 

戸田市 

●戸田市ＤＸ推進計画 

●戸田市デジタル宣言 
連携 

整合性 
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４．DX 人材の分類と役割                     

（１）DX 人材の分類                                              

 

 

（２）定義                                              

①ＤＸマネジャー（主幹職以上） 

所属内のＤＸの取り組みをマネジメントし、デジタル技術の導入と業務改革を

統括する役割を担う。庁内の課題を把握し、関係部署と連携しながら、組織横断

的に業務プロセスの見直しやシステム導入を推進するとともに、所属におけるデ

ジタルリテラシー向上や意識改革を促していく職員。 

 

②ＤＸリーダー（副主幹職以下から公募） 

デジタルに関する一定程度の知識・技能と行政実務の知識・経験を兼ね備える

とともに、組織横断の視点で、既存の仕組みや価値観を根底から見直す意欲を持

ち、ＤＸ推進員や高度専門人材と連携し、中核となって変革を担う職員。 

 

③ＤＸ推進員（①、②、④以外の全職員） 

デジタルリテラシーを高め、必要なセキュリティ対策を講じながら、導入され

  

  

  ③DX 推進員  
（①、②、④以外の全職員）  

②DX リーダー  
（副主幹職以下から公募）  

①  DX マネジャー  
（主幹職以上）  

④高度専門人材  
（デジタル・行財政

改革の外部人材、  
ＤＸ採用人材等）  

デジタル部門  
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たデジタルツール（ノーコードツールや、テレワーク、ペーパーレス、オンライ

ン会議、ＲＰＡやＢＩツール等）を活用して業務を行い、日常業務の効率化を実

践する職員。 

なお、デジタル分野が苦手な職員についても、その視点を活かし、誰一人取り

残されない人にやさしいデジタル化の実現に貢献するものとする。 

 

④高度専門人材（デジタル・行財政改革の外部人材、ＤＸ採用人材等） 

専門性をもって、戸田市におけるＤＸの取組をリードし、デジタル技術を活用

した課題解決に係るシステムの実装や、ＤＸに向けた意識の醸成・組織風土の改

革、デジタル人材の育成等、職員が進めるＤＸの取組における指導的役割を果た

すことができる職員。 

 

５．DX 人材育成の具体的取組                      

（１）DX 人材の育成方法                                           

ＤＸ人材の各分類に対して、所定の研修を実施する。 

研修内容については、毎年度の研修概要に定めることとする。 

 

※令和７年度に実施した研修を例とした各分類の受講予定研修（●：必須、○任意） 

研修名 ＤＸマネジャー ＤＸリーダー DX 推進員 

ＤＸ研修 ● ● ● 

Ｅｘｃｅ ｌ研修 ○ ● ○ 

ノーコードツール ○ ● ○ 

スマート申請システム ○ ● ○ 

ＢＰＲ   ●  

情報交換会 ※  ●  

発表会 ※  ●  

※ＤＸリーダーについては、ＤＸリーダー同士による情報交換会や、ＤＸ施策の

発表会を通して、業務における課題の洗い出し、課題に対する企画・提案、ＤＸ

施策の実行、更には効果検証まで行うことを目指すものとする。 
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（２）DX リーダーの選出方法                                          

 ＤＸリーダーは、原則として、副主幹職以下の職員から公募により募集する。 

 なお、公募の状況により、所属からの推薦又は指名により、選出することもあ

り得るものとする。 

 

（３）DX リーダーの育成期間・人数                                          

ＤＸリーダーの育成期間は、原則１年間とする。 

毎年１０名以上育成し、令和８年度から令和１３年度までの６年間で、６０名

以上の人数を育成することを目標とする。 

 

年度 令和８年 令和９年 令和１０年 令和１１年 令和１２年 令和１３年 計 

ＤＸリーダー １０名 １０名 １０名 １０名 １０名 １０名 ６０名 

 

（４）DX 人材育成の実施体制                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）DX 人材の育成を加速する方策                                  

ＤＸリーダーは、ＤＸに関連した研修（派遣研修も含む）について優先的に受

講できるものとする。 

また、ＤＸリーダーのＤＸ施策については、人事評価における業績評価の目標

として設定することも可能とする。 

育成したＤＸリーダーについては、リスト化し庁内周知することで、各所属へ

のＤＸ施策の展開を促す。 

各部局連携  

による育成  

企画部門  

（行財政改革の推進）  

デジタル部門  

（ＤＸ推進）  

人事部門  

（人材育成）  
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